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○九州大学における有償広告の掲載に関する基本方針

令和６年３月２７日

総 長 裁 定

最終改正：令和7年7月24日

１．趣旨

国立大学法人九州大学（以下「本学」という。）が制作又は管理する媒体に掲載する有償広告の取

扱いについて、必要な事項を定める。

２．目的

有償広告の掲載は、民間事業者と連携する機会を拡大するとともに、新たな財源を確保し、健全で

安定した財務基盤を確立することを目的とする。

３．定義

この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

① 部局等 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュ

ートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研究開発センター、エネルギー

研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、各学内共同教育研究

センター、農学部附属農場、農学部附属演習林、学術研究・産学官連携本部、伊都診療所及び事

務局をいう。

② 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。ただし、福利厚生施設の運営

を委託された業者が使用する範囲を除く。

ア 本学が作成する広報誌、冊子、封筒等の印刷物

イ 本学内に設置する掲示板及びデジタルサイネージ等の電子掲示板（以下「掲示板」という。）

ウ 本学ウェブサイト（各部局等が管理し、本学の組織名を冠して公開されているウェブサイト

を含む）

エ その他広告掲載が可能と部局等の長（事務局にあっては、各部長をいう。以下同じ。）が認

めた本学資産

③ 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。

４．広告の範囲

（１） 広告掲載は、本学の業務に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。

（２） 広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の対象としない。

① 法令等に違反する又はそのおそれがあるもの

② 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

③ 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
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④ 政治性のあるもの

⑤ 宗教性のあるもの

⑥ 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

⑦ 個人又は法人の名刺広告

⑧ 内容又は責任の所在が不明確なもの

⑨ 虚偽であるもの又は事実を誤認させるおそれがあるもの

⑩ 比較広告

⑪ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

⑫ その他部局等の長が不適当であると認めるもの

５．広告掲載希望者の要件

次の各号のいずれかに該当する者の広告は掲載しない。

① 法令等に違反している者

② 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定める風

俗営業を営む者

④インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成１５年

法律第８３号）に定めるインターネット異性紹介事業を営む者

⑤ 本学から建設工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けて

いる期間中の者

⑥ 国、自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者

⑦ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続中の者又は会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）による更生手続中の者

⑧ その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者

ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの

イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの

ウ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するもの

エ 前払式割賦販売等（許可業者を除く。）に関するもの

オ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの

カ 消費者金融に関するもの

キ たばこに関するもの

ク アルコール飲料に関するもの

ケ 賭博に関するもの
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コ 法令等による規制の対象となっていないが、社会的に問題となっているもの

６．広告の募集

（１） 部局等の長は、当該部局等の所管する広告媒体について、次の各号の条件を明確にした上で、

広告掲載を希望する民間企業等を募集するものとする。

① 広告媒体に関する情報

② 広告の規格及び募集枠数

③ 申込みの期限及び方法

④ 広告掲載料の基準額

⑤ その他部局等の長が必要と認める事項

（２） 部局等の長は、広告の募集を決定したときは、速やかに、前項各号の募集条件を財務部財務企

画課総務係へ報告するものとする。

７．広告掲載料の基準額

（１） ６．（１）④に定める広告掲載料の基準額は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があ

る場合においては、財務部長への協議を経て、別表によらないことができる。

（２） 別表に定めのない広告掲載に係る広告掲載料の基準額については、当該広告掲載の募集を行お

うとする部局等の長からの申請を受け、財務部長が定めるものとする。

８．広告掲載の申込み

広告掲載を希望する民間企業等は、６．（１）④に定める広告掲載料の基準額以上の広告掲載料を

設定し、広告図案、広告内容の説明及び会社概要を添え、部局等の長が定める方法により申し込むも

のとする。

９．広告の選定

（１） 部局等の長は、広告掲載の申込みがあったときは、その内容について審査を行い、当該広告掲

載の可否を決定するものとする。

（２） 部局等の長は、前項の審査の結果、要件を満たすと認められた広告掲載の申込みが６．（１）

②の規定に基づき部局等の長が定めた募集枠を超過した場合は、提示された広告掲載料の金額が高い

順に広告掲載を決定するものとする。

（３） 提示された広告掲載料が同額で、順位を決する必要がある場合は、抽選により順位を決定する

ものとする。

（４） ６．（１）②の規定に基づき部局等の長が定めた募集枠が複数ある場合、掲載する枠は本学が

決定するものとする。

（５） 部局等の長は、広告掲載の申込者に対し、審査の結果を通知する。

（６） 部局等の長は、前項の通知を行ったときは、その内容を財務部財務企画課総務係へ報告するも
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のとする。

１０．広告掲載料の納付

（１） 広告掲載が決定した民間企業等（以下「広告掲出者」という。）は、広告掲載料を本学が発行

する請求書により指定する期日までに納付するものとする。

（２） 納付された広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載料の納付後に本学の責めに帰すべき事

由により、広告掲載を中止した場合は広告掲載料を返還する。

（３） 前項の規定により返還する広告掲載料には、利息を付さない。

１１．広告掲載の取消し

（１） 財務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。

① 指定する期日までに広告掲載料の納付がない場合

② 指定する期日までに広告物（印刷物への掲載にあっては、版下原稿）の提出がない場合

③ 広告掲出者が本学の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させた場合

④ 広告掲出者が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こした場合

⑤ 広告掲出者が倒産又は破産等をした場合

⑥ 広告掲出者が広告の掲載取下げを申し出た場合

⑦ 広告掲出者が広告掲載の決定後に５．の各号のいずれかに該当することとなった場合

⑧ 広告主と広告掲出者が異なる場合にあっては、広告主が本項③④⑤⑦のいずれかに該当するこ

ととなった場合

⑧ その他部局等の長が掲載取消しに相当すると認めた場合

（２） 部局等の長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、広告掲出者に通知するものと

する。

（３） 部局等の長は、前項の通知を行ったときは、その内容を財務部財務企画課総務係へ報告するも

のとする。

１２．広告掲出者の責務

（１） 広告掲出者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

（２） 広告掲出者は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。

（３） 広告掲出者は、広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理を完了しておかなければ

ならない。

（４） 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合、広告掲出者

の責任及び負担において解決しなければならない。

（５） 広告（印刷物への掲載にあっては、版下原稿）の作成費用は広告掲出者が負担するものとする。

（６） 広告掲出者は、広告掲載後に１１．（２）の規定による通知を受けたときは、広告掲出者の負
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担において速やかに当該広告媒体の回収、消去その他必要措置を行わなければならない。

１３．損害賠償請求

本学は、広告掲出者の責めに帰すべき事由により本学が損害を被った場合は、広告掲出者に損害賠

償請求ができるものとする。

１４．広告掲載の付記事項

（１） 広告掲出者は、民間企業等の広告であることが明確に分かる内容の広告を作成するものとし、

必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他必要な事項を付記するものとする。

（２） 本学は、広告掲載にあたっては、民間企業等の広告であることを明確にするため、当該広告媒

体に企業広告掲載スペースであることを明示するものとする。

１５．掲載期間満了後の取扱い

広告掲出者は、広告掲載の期間が満了したときは、当該広告の回収、消去その他必要な措置を講じ

なければならない。ただし、部局等の長と合意した場合に限り、満了後の取扱いを部局等の長に委ね

ることができる。

１６．その他

（１） この基本方針に定めるもののほか、有償広告の掲載に必要な事項は、財務部長が別に定める。

（２） この取扱いは、令和６年４月１日から実施する。

  附記

    この取扱いは、令和７年１０月１日から実施する。
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別表

広告媒体 規格

（目安サイズ）

単位 広告掲載料の基準

額

備考

ア．印刷物

（冊子体）

A４版 １／８相当 １掲載 ２２，０００円以

上

発行部数：～１０００部

※２００部増えるごとに

５，０００円を加算A４版 １／４相当 ３３，０００円以

上

A４版 １／３相当 ４４，０００円以

上

A４版 １／２相当 ５５，０００円以

上

A４版 １／１相当 ８８，０００円以

上

ア．印刷物

（封筒）

長３ １／４相当

角２ １／１０相当

１掲載 １１，０００円以

上

作成部数：～２０００部

※５００部増えるごとに

２，０００円を加算角２ １／５相当 ２２，０００円以

上

ア．印刷物

（フライヤー、リーフ

レット）

A４版 １／８相当 １掲載 １１，０００円以

上

配布部数：～２０００部

※５００部増えるごとに

２，０００円を加算A４版 １／４相当 １６，５００円以

上

イ．掲示板など A４ポスター

B５ポスター

１枚 １１，０００円以

上

月額

A３ポスター

B４ポスター

１６，５００円以

上

A２ポスター

B３ポスター

２７，５００円以

上

ウ．ウェブサイト

（バナー広告）

６０px×１４５px １枠 ２７，５００円以

上

月額

（消費税及び地方消費税を含む）




